
募
　
集

お
知
ら
せ

催
し
物

申
問�

子
ど
も
家
庭
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
ち

ば「
オ
レ
ン
ジ
の
会
」

　
　
☎
0
4
7
0（
28
）4
2
8
8

千
葉
県
里
親
制
度
説
明
会
を

開
催
し
ま
す

　
里
親
制
度
を
一
般
の
方
に
広
く
知
っ
て

い
た
だ
く
た
め
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

里
親
に
な
り
た
い
方
、
里
親
に
つ
い
て

知
っ
て
み
た
い
方
は
、
お
気
軽
に
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

と
き　
12
月
17
日（
日
）午
後
1
時
～
3
時

（
要
事
前
予
約
・
定
員
に
な
り
次
第
締

切
）

と
こ
ろ　
茂
原
市
二
宮
福
祉
セ
ン
タ
ー

問
千
葉
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
事
務
局

　（
千
葉
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課
内
）

　
☎
0
4
3（
2
4
7
）3
5
5
5

11
月
15
日
～
21
日
は「
女
性
の
人

権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」強
化
週
間
で
す

　
性
犯
罪
・
性
暴
力
、
配
偶
者
か
ら
の
暴

力（
D
V
）、
各
種
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス

ト
ー
カ
ー
行
為
等
と
い
っ
た
女
性
を
め
ぐ

る
様
々
な
人
権
問
題
に
つ
い
て
、「
女
性

に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」期
間
中

に
全
国
一
斉
に
人
権
擁
護
委
員
が「
女
性

の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」を
通
じ
て
、
次

の
と
お
り
相
談
に
応
じ
ま
す
。

と
き　
11
月
15
日（
水
）
～
21
日（
火
）

　
【
平
日
】午
前
8
時
30
分
～
午
後
7
時

　

�【
18
日（
土
）・
19
日（
日
）】午
前
10
時
～

午
後
5
時

電
話　
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
0
5
7
0（
0
7
0
）8
1
0

問
企
画
空
港
課
企
画
政
策
班

　
☎（
84
）1
2
7
9

11
月
12
日
～
25
日
は

「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す

運
動
」期
間
で
す

　
町
で
は
、
11
月
8
日
～
12
月
3
日
に
町

図
書
館
に
て
、「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を

な
く
す
運
動
」に
関
連
し
た
図
書
の
企
画

展
を
開
催
し
ま
す
。

　
こ
の
運
動
期
間
を
き
っ
か
け
に
、
女
性

に
対
す
る
暴
力
に
つ
い
て
考
え
、
暴
力
の

無
い
社
会
づ
く
り
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

問
環
境
防
災
課
防
災
班

　
☎（
84
）1
2
1
6

11
月
9
日
～
15
日

「
秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動
」

ス
ロ
ー
ガ
ン「
火
を
消
し
て
　

不
安
を
消
し
て
　
つ
な
ぐ
未
来
」

　
火
災
の
発
生
し
や
す
い
季
節
を
迎
え
ま

す
。
み
な
さ
ん
ひ
と
り
ひ
と
り
が
尊
い
生い

の
ち命

や
財
産
を
火
災
か
ら
守
れ
る
よ
う
、
日
頃

か
ら
火
災
予
防
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

問
山
武
保
健
所（
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

　
☎
0
4
7
5（
54
）0
6
1
1

　
千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

　
☎
0
4
7
6（
93
）5
7
1
1

11
月
は「
動
物
に
よ
る
危
害
防
止

対
策
強
化
月
間
」で
す

　
飼
い
主
の
み
な
さ
ん
は
、
動
物
に
よ
る

事
故
や
迷
惑
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
点

に
注
意
し
、
適
切
な
管
理
や
し
つ
け
を
行

い
ま
し
ょ
う
。ま
た
、動
物
は
責
任
を
も
っ

て
最
後
ま
で
面

倒
を
み
ま
し
ょ

う
。

　
や
む
を
得
な

い
事
情
で
飼
え

な
く
な
っ
た
場

合
は
、
新
し
い
飼
い
主
を
探
す
ま
た
は
最

寄
り
の
保
健
所
・
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
へ

相
談
し
ま
し
ょ
う
。

・
飼
い
犬
が
人
を
か
ん
だ
時
は
保
健
所
へ

届
け
出
し
、
か
ん
だ
犬
が
狂
犬
病
の
疑

い
が
な
い
か
ど
う
か
獣
医
師
の
検
診
を

受
け
ま
し
ょ
う
。

人
が
犬
に
か
ま
れ
る
事
故
が
、
令
和
4
年

度
は
県
内
で
1
7
7
件
発
生

・
犬
の
放
し
飼
い
は
禁
止
で
す
。
散
歩
は

短
い
引
き
綱
で
行
い
ま
し
ょ
う

・
犬
の
登
録
と
年
1
回
の
狂
犬
病
予
防
接

種
は
、
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
飼
い

主
の
義
務
で
す

・
猫
は
屋
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う

・
サ
ル
、
ヘ
ビ
な
ど
の
危
険
な
動
物（
特

定
動
物
）を
飼
う
場
合
は
、
保
健
所
の

許
可
が
必
要
で
す

　
千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
で
は
、「
犬

の
飼
い
方
・
し
つ
け
方
教
室
」を
定
期
的

に
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
講
師
を
派
遣
し
て
、
動
物
愛
護
、

犬
・
猫
の
正
し
い
飼
い
方
、
犬
の
し
つ
け

方
や
動
物
由
来
感
染
症
等
に
関
す
る
講
演

を
行
っ
て
い
ま
す
。

↑申請フォーム
　はこちら
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